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令和４年度第１７回国立市人権・平和のまちづくり審議会 

 

１．日 時  令和４年（２０２２年）１０月１７日（月）午後４時３０分～６時３０分 

２．場 所  国立市役所 第１・２会議室 

３．出席者  委員９名 

   委員  炭谷会長、古川副会長、大島委員、押田委員、神田委員、韓委員、 

藤沢委員、三井委員、渡邉委員 

事務局  ４名（松葉人権・平和担当部長、吉田市長室長、鈴木係長、桑代主事） 

 

【炭谷会長】審議会を開始いたします。本日はまず１つ目に、前回も確認した「人権救

済・相談支援体制の構築」に関する審議会の意見について、これまでの審議を踏まえた内

容を確認したいと思います。２つ目として、「人権教育・啓発の推進」について、これま

での審議を踏まえた内容を確認させていただきたいと思います。３つ目は、今回からのテ

ーマとなりますが、「人権に配慮した環境整備」について事務局からの説明をもとに意見

交換したいと思います。途中、休憩を１０分間程度挟みます。 

議題に入る前に、前回審議会の冒頭に三井委員会から審議会の進め方に関してご意見が

ございました。これについて、その後、私と事務局で協議をいたしまして、その内容につ

いて事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 前回、三井委員から今後の進め方に関してご意見頂いたところです。その

後、会長のご指示も頂きまして、三井委員と事務局とで少し詳細のやり取りをさせていた

だきました。本日の資料でもありますとおり、人権救済及び相談支援の体制についての今

後の進め方ということで、今日もまた皆様には確認を頂きますが、さらにもう一歩踏み込

んで検証するために少し事例を用いながら、今回の相談支援体制、救済の体制について

は、例えば現状の国立市の支援体制、または法的な整備についても十分なのか、対応でき

ているのかどうかということをぜひ検証しながら進めてはどうかというお話でした。 

 改めて会長及び副会長と話をさせていただきまして、相談支援体制・救済の体制はこの

基本方針の１つの肝といいますか、柱になるべきことですので、ここについては少し事例

を用いながら皆様と一緒に議論を深めていけたらどうかということで整理をさせていただ

いたところです。会長にお戻しいたします。 

【炭谷会長】 私から補足しますと、事務局と相談いたしまして、救済や相談支援体制は

具体的に現状で機能しているのかどうか。また、これについて問題点は何なのか。今度の

改善策はちゃんと機能するのかどうか。やはり具体的に見ておかないと問題点や改善策は

出てこないだろうと。このケースというのはできれば一番難しいケースなどを考えたほう

がいいのではないかなと思っておりますけれども、頭に描いておりますのは２つぐらいで

すかね。２つの事例を想定して検証したらどうかなという状況でございます。ご意見等が

ありましたら、よろしくお願いします。 

 特にご意見がなければこれにつきましては、副会長とも相談いたしまして、事務局と私

どもで相談をいたしましてどのような事例がよいか、次回の審議会において個別の案件で
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シミュレーションしてみたいと思っております。このようなことでいかがでございましょ

うか。もし意見がなければそのような段取りで次回進めさせていただきたいと思います。

そのほうがよくご理解いただけるのではないかなと思います。 

 特にご意見がなければこのような形で進めさせていただきます。このようなことをやれ

ば、より我々の審議会の検討も深まるのではないかなと思います。 

【事務局】 今会長からも一番難しい事例を挙げたほうがいいのではないかというお話が

ありましたが、非常に広範な人権問題がある中で、この事例の挙げ方についてどのよう

に、例えば皆様からこういった事例はということを事前に少し事務局に挙げていただい

て、そこでその案を持って会長、副会長と協議をさせていただいて２つ程度挙げさせてい

ただく形がよろしいか、それとも、そもそも事務局も含めてこちらで思い描く対応が非常

に難しいと思われるような事例を挙げたほうがいいのか、少しその辺りご意見といいます

か、頂けますと事務局としては助かります。 

【炭谷会長】 事務局からこれからの作業の手順としてお話がございました。ただそう言

われても、すぐにこの場で答えを言うというのは多分皆様方も難しいことだろうと思いま

す。これについてどうしましょうか。もしあれば事務局に寄せていただいて、それを基に

して。この場で何か事例を頂くというのは難しいのではないかなと思うのです。ですか

ら、次回の審議会まで少し時間があるようですので、１、２週間の間でこういう事例がい

いのではないかという意見を出していただいたほうが、私どもも事務局も検討する上で非

常に手がかりになりますので、そのようにさせていただいてよろしいでしょうかね。 

【古川委員】 やはり検討するのは本当に具体的な事案でないと抽象的に議論しても深ま

らないと思うので、できれば市内で起こった人権侵害に対して、当時対応したのだけれど

も十分と言えなかったというものがあれば、これまで検討したことに当てはめて対応でき

るのかどうかという形で検討しないと、細かいところを聞き始めてそこはよく分からない

のですけどと止まってしまうので、細かいところまで把握できている案件を素材として挙

げていただけると議論が深まるのかなと考えます。 

【炭谷会長】 そのとおりですね。一番いいのは現実的に非常に困った事例ですね。市で

起こった事例がいいのかなと思います。それは副会長のご意見も踏まえてです。ほかにご

意見が特になければこのようなことでやらせていただきます。 

【事務局】 もし皆様で想定できる事例がございましたら、１０月末までに事務局まで事

例を頂けますでしょうか。くれぐれも提出頂く際には個人情報等が含まれない形でご提出

をよろしくお願いいたします。 

【炭谷会長】 それでは、今日の議題に入りたいと思います。議題１について事務局から

説明をお願いいたします。 

【事務局】 資料１をご覧ください。まず１ポツでございますけれども、この点、縦横の

連携という書き方に関して、もう少し具体にした方がいいのではないかというご意見や、

相談体制のみではなくて官民一体となって取り組むのだということをきちんと示す文言が

必要ではないか、そもそも市職員の理解、知らないことが多いのではないかというご指摘

もありましたので、その点含めて文章を修正させていただいています。 
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 ２番目ですが、細かな文言訂正もございますが、３段目の「そのため」といったとこ

ろ、市内の事業者等への働きかけも必要ではないかというご指摘ございましたので、その

点を追記させていただいています。 

 ３番目は、大きな変更はなく細かな文言訂正のみとなってございます。 

 ４番目は、広報に関する内容が２つ並んでおりましたので、ＳＮＳの観点を合わせた形

で１つとして書かせていただいています。 

 ５番目ですけれども、こちらも細かな文言訂正ございますけど、相談体制の不断の見直

しを行うという形で書かせていただいているところです。 

 以上５点が少し具体的な指摘、ご意見という形でまとめさせていただいていまして、そ

の他、附帯意見として、総論的なところで書かせていただいているのが、その下のものと

なります。こちら文章の並びの修正でしたり、細かな文言訂正のほか、主語がどこか分か

らないというご指摘を頂いたところもありましたので、その点訂正しています。それか

ら、市民から信頼され安心して相談することのできる場所となることが重要であるといっ

た旨も今回追記させていただいています。 

 それから２番目ですが、こちらも文言の微妙な修正、それから文章の入替え等ございま

すが、内容としては前回と大きく変わっているところはございません。以上が、相談支援

の体制に関することというところです。 

 続いて人権救済に関することですが、こちらも３点、前回見ていただいたところにご意

見等頂戴したところです。 

 １番目のところは細かな文言訂正のみで趣旨等は変わっていません。 

 ２番目のインターネットの部分ですが、モニタリングという言葉が突然出てくるという

ところで、補足が必要といったご指摘を頂きましたので、３行目辺りですけれども、市民

等に関するインターネット上での差別的な表現について定期的に監視・対応（モニタリン

グ）するなどの対応を早期に講じることという書きぶりに修正させていただきました。 

 ３番目ですが、こちらも趣旨等は特に変更してございませんが、独立した第三者機関と

は何かというご意見もいただいていましたので、当事者とは異なった第三者による審議機

関の設置という表現に変更させていただいています。 

 その下のその他、附帯意見のところですが、１番目についてはてにをは修正をしていま

すけれども、特段趣旨は変更していません。２番目については、こちらも主語が不明確だ

と、誤解を与えるような文言等ございましたので、その点変更させていただいて、それか

ら最後にソーシャル・インクルージョンの理念の理解促進に努める姿勢が重要であるとい

った文言を追記させていただきました。資料の説明は以上です。 

【炭谷会長】 それでは、これについてのご意見がございましたらお願いします。 

【韓委員】 人権救済に関することのところで、前回見逃していたら申し訳ないのですけ

れども、被害者の自立というのはどういうことを意味していますでしょうか。自立が意味

するところが若干分からないというか、自立はみんな必要だと思うのですけれども、被害

者の自立というのが。救済なら分かるのですが。 

【事務局】 ここで意味している自立ですけれども、何か侵害を受けて、例えば社会的に
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少し生活しづらくなったとか、働けなくなった、家から出られなくなった、そういった状

況を想定していまして、その場合に自治体、民間を含めた官民の支援によって社会復帰し

ていく、自分の生活を取り戻していくという意味での自立という言葉を使わせていただき

ましたが、もっと適切な言葉や言い回しがあればご指摘いただければと思います。 

【韓委員】 今すぐ浮かばないのですけど、これだけだと若干違和感があるかなと。自立

支援というと文脈的に異なる受け取られ方になってしまうような気がちょっとします。で

も、やっぱりそれは被害の回復、現状復帰ということですよね。だとしたらむしろ被害の

回復というか。自立というと、被害とは関係なく自立が難しい状況があって、自立すると

いうイメージがあるので、今どう直せばいいか分かりませんが、気になりました。 

【炭谷会長】 確かにご指摘を受ければ一般的に使う自立と、私もちょっと違和感があり

ますね。他の言葉に変えてみます。ほかに何かございませんでしょうか。私は個人的には

人権救済の３、これから検討するこの文は非常に重い部分だろうと思っています。たまた

まですけれども、おとといの東京新聞に沖縄でヘイトスピーチが大変多いので、沖縄県が

条例化を検討していると詳しく載っていて、沖縄でも大変な状況が起こっているのだなと

思っておりました。だからこれはいろいろな自治体でも非常に大きな課題になっているの

だろうなと思います。大体これで３点カバーできるのではないかなと思います。 

【韓委員】 今の人権救済に関することのその他、附帯意見の２のところで、カッコがつ

いているのですけど、「加害者との『対話』」、主語が市なので加害者との対話を重視する

というのは理解できるのですが、対話というよりも、やっぱり啓蒙だったり教育だったり

するのではないでしょうか。対話というと加害者の言い分を聞くというか、どこか対等な

感じがして。加害者に対しては働きかけるという立場だと思うのですよね、市として。人

権救済という中でやるべきことは。だから対話ではないのではないかなと。何をしようと

しているかは分かるのですけれども、この言葉遣いの問題だと思いますが、働きかけと

か、教育とか啓蒙とか、そういった意味合いの言葉がいいのではないのかなと思いまし

た。 

【炭谷会長】 若干戸惑いがあるのでかぎ括弧で書いて事務局は苦労されたと思います。

対話というと何か違和感を感じますね。 

【事務局】 対話という言葉がイメージするものは非常に広い物かと思います。例えばし

ょうがいしゃ虐待、または高齢者虐待等に関しましては、行為の加害者側に対しては、逆

に言うと何らかの支援が必要な方ということで、その方がなぜそういった行為に至ったの

かの背景まで市としては話をします。そういった場合には、比較的その方の考えや思いを

聞き入れる対話に近い部分があるかもしれませんが、一方で例えばＤＶ被害等の文脈でい

きますと、加害者側と接触することは、やっぱり市としてはしていかないという形もあり

ますので、少し対話がどっちもとれるような言葉になっているかなという印象がありま

す。比較的対話という言葉でソーシャル・インクルージョンという考え方を用いながら、

なるべく対話を重視していこうという意味で使っていますけれども、ちょっとここは加害

者との関係の中での対話というのは非常に誤解されてしまう可能性もありますので、改め

て文章表現を考えさせていただきたいと思います。 
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【韓委員】 むしろ加害者と関わるということですよね。対話というよりも、市がそこに

コミットするというか、加害者を単に罰して終わりとかではなくて。やっぱり働きかける

とか、そこに介入するというか、何かそういった文言がふさわしいような気がしました。 

【炭谷会長】 私はこれを読んで、加害者に対する言わば啓発的な、十分理解してもらお

うと、一方的に強制的に何かやるのではなくて、加害者も十分理解した上で直してもらお

うという意味を含めたと思うのですけれども、文言を検討してみたいと思います。 

【渡邉委員】 第三者による審議機関の設置と書いてありますが、ここで考えられていま

すのは、審議するのではなくて審査する機関ではないかと思います。その点は修正したほ

うがいいかなと思いました。 

【藤沢委員】 相談支援の体制に関することについてですが、縦横の連携とか、どちらか

というと行政機関内部の話かと思います。私が最初に発言したときに、現場に行って、現

場を歩き回って、現場の人の環境の中でやるということがないと駄目だろうということは

強調したつもりでした。役所の相談ですから、やっぱり現場に行って、現場ということが

一番相談体制、内容を含めてわかっているわけですから、そこもどうできるかということ

がないとちょっと足りないのではないかと。それでは人権相談には来ないだろうと。とに

かく回って関係をつくりながら聞いていくと。だから、窓口対応する人に正しく解決能力

を求めてもそれは駄目なので、それは持ち帰って役所の関係でやるなら横の連携で。やは

りまずは相談する、現場の人たちを含めてそれとの連携をつくるというのが不可欠だと思

うのですよね、そこをちゃんと解決したほうがいい。現場と連携しながら相談事業をする

ことは必要。行政内部の縦割りとか連携とかあると思うのですけれども、それも大丈夫だ

と思うのですけど、まずは全体のことですので発言しました。 

【大島委員】 私としては、結構直したほうがいいのではないかと思うことはあったので

すけれども、一々言ったほうがよろしいでしょうか。 

【炭谷会長】 もし、文言の訂正であったら、後で出していただいたほうが効率的だと思

いますので、事務局まで出していただければ、よいものに仕上がると思います。今出まし

たようにさらに文言の訂正でこうやったらどうかということについては、ご遠慮なく事務

局まで伝えていただいて、私のほうでまとめさせていただきます。 

 それでは、この案件はこのようにいたしまして、続いて資料２の説明をお願いします。 

【事務局】 資料２についてです。人権教育・啓発の推進ということで、こちらも前回ご

指摘等を頂いたものを踏まえ、修正をさせていただいたものでございます。 

 １番目からですけれども、細かな文言訂正等ございますが、大きく趣旨は変わっており

ません。通勤、通学で市に関係を持っている方々へのアプローチもというお話も頂きまし

たので、その点含めて記載をしています。 

 ２番目ですけれども、前回まではいわゆる人権博物館という書き方をさせていただいて

おりました。博物館と書いていたのですけれども、一般的に博物館というと展示がされて

いる、見て終わりの建物というイメージもあるのかなと思いまして、一旦は人権発信拠点

という形で少し修正をさせていただきましたが、こちらも何か差別の歴史や経過、何を伝

えていくかということを残したり、そこで日常的に伝える場というものの言い回しで何か
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よいものがございましたら、またご指摘を頂ければと思ってございます。 

 ３番は、前回まではなかったところで追記をさせていただきました。前回、社会教育の

観点が必要ではというご指摘を頂きましたので、社会教育の活用をした講座等の充実、そ

れから場所としての市民への広い開放。その点を追記させていただきました。 

 それから４番、こちらは文言の入替え等ございますが、大きくは学校教育等に関して趣

旨等は変わってございません。言葉の変更のみとなっています。 

 その他、附帯意見ですけれども、まず主語が少し不明確だったところがございますの

で、書き出しを「市は」という形にさせていただいて、「また」以降のところを追記した

ものでございます。当事者が自身の差別等の体験について発信することは負担を伴うもの

であるというご指摘も頂いたので、その点追記しています。 

 ２番については大きく変わっていませんで、３番、これは新しく追記したものですけれ

ども、基本的な考えとか基準というのは、もちろん変わらない部分もございますけど、世

界を見れば少しずつ変わっていくものであるというところから、だからやり続けていくこ

とが大事なのだというご指摘を頂きましたので、その点含めて書かせていただきました。

それから「また」以降のところですけれども、国内とか東京都、そういったところのみで

はなく、国際的な基準に基づいて国立市らしい活動をしていくことが必要なのではないか

と、そういったことも頂きましたのでその旨書かせていただいたところでございます。 

【炭谷会長】 ご意見があれば出していただければと思います。 

【押田委員】 人権博物館という言い方を人権発信拠点と少し言葉を替えたという話があ

りました。人権発信拠点というのは、言わんとするところはそのとおりだと思うのです

が、この間、去年からずっと国立市らしい人権博物館ということを、やっぱりずっと何回

もいろいろな方からも発言があったことを考えると、いきなり人権博物館という文言を削

ってしまうのは違和感があるなと思いますので、例えば人権発信拠点と並ぶような形で人

権博物館と、例えばそこを括弧でもいいから少なくとも入れてほしいなと思います。 

【炭谷会長】 そうですね、人権博物館がないとちょっと寂しいですね。これについての

ご意見はございませんでしょうか。 

【三井委員】 私も押田委員が言ったことと同じ意見で博物館としてほしいです。 

【炭谷会長】 分かりました。これ落とした理由というのは、博物館というと展示とか、

そういうイメージがあるからということで落とされたということでありましたけれども、

何か文章の中でうまく工夫して人権博物館をやはり作るのだということを審議会の答申・

意見としては大きなインパクトを与えますよね。人権発信拠点と書いても新聞は書かな

い。人権博物館という言葉はやっぱり私も入れたほうがいいのではないかなと思う。そう

しないと焦点がぼけてしまう感じがするね。また、工夫して人権博物館の言葉が残るよう

な、そして古い、例えば単に物を保存していくとか、展示するというイメージでないよう

な書き方を工夫してみたいと思います。 

 次に資料３に入らせていただきたいと思います。人権に配慮した環境整備について事務

局から説明をお願いします。 

【事務局】 まず「ソーシャルファーム」、それから裏面ですけれども、「コミュニティと
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つながる場」ですとか、３枚目「ユニバーサルデザイン」について、それから「ポジティ

ブ・アクション」について、この４観点でそれぞれの定義ですとか、国立市がそのことに

ついて現状どういった取組を行っているかということを少しまとめさせていただいたもの

でして、今後審議会として取りまとめていただくに当たりどういった観点が必要かといっ

たところを、この後ご意見を頂ければと思っています。 

 まず、「ソーシャルファーム」ですが、全国で初めて条例化したのが東京都ということ

で、その条例に基づく定義をまず初めに記載しています。事業からの収入を主たる財源と

して運営していること、就労困難者と認められる者を相当数雇用していること、他の従業

員とともに働いている企業であること、この３点が要件でして、これを満たせば、東京都

の条例に基づいてしょうがいしゃ等を雇用しているという意味でのソーシャルファームだ

という、条例では認証という言い方がされていますけれども、認証が行われるようです。 

 参考として、炭谷会長の済生会のホームページにもこのソーシャルファームのことにつ

いて少し記載がございましたので、引用させていただきました。「障害者や引きこもり、

ホームレスなど、さまざまな理由で働きづらさを抱える人がいます。そうした人々を雇用

して他の従業員と一緒に働く場をつくり、事業収入を主な財源として運営する社会的企業

を「ソーシャルファーム（Ｓｏｃｉａｌ Ｆｉｒｍ）」と呼びます。それぞれが支えなが

ら同じ船上で、自分の特性を活かした役割を担って大きな船を動かしている、そんなイメ

ージです。日本では、２０１９年１２月、東京都でソーシャルファームを推進するための

全国初の条例ができました」というところで、ご紹介をさせていただきます。 

 具体的に東京都では何をやっているかというところがその下①、②、③ですけれども、

今申し上げましたように、まず基準を満たしているところに対して認証するという行為が

ございます。それで認証をされた企業に対して、運営に係る費用の一部を補助するという

仕組みがあるようです。それから３番目ですけれども、今後ソーシャルファームの創設を

検討している事業者の方を対象に情報提供や支援を行う。雇用ノウハウを提供するための

相談を実施するといった、相談・助言等を実施すると。この３点が東京都で現在行われて

いる取組というところで紹介させていただきます。 

 では国立市においてというところで、あくまで社会福祉協議会という立ち位置になって

しまいますけれども１点ご紹介させていただければと思っております。福祉会館の 1階に

「喫茶わかば」という喫茶店がございまして、お配りした「まごころ７月号」を御覧いた

だければと思います。働きづらさを抱えた方が実習生として体験を重ねていく小さな喫茶

店という形になってございます。右下のところ、少ししか文言はございませんが、こうい

った形で実習生が１人１人できることや役割が異なる中で、一生懸命現地で実習を行って

いるという形となってございます。東京都の条例に照らしたソーシャルファームの認証を

受けた取組とはなっていないものの、それに近い形で実際に運用をしている喫茶店となっ

ています。その他として、土地の有効活用と書かせていただきましたけれども、一部の土

地を有効活用いたしまして、引きこもり状態等の青少年と一緒に農作業を実施する取組も

現在スタートさせているところでございます。 

 続いて「コミュニティとつながる場」というところです。こちら地域共生社会という言
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葉で少しまとめさせていただきましたけれども、地域住民や地域の多様な主体が参画し、

人と人、人と資源というものが世代や分野を超えてつながることで、住民１人１人の暮ら

し、生きがい、地域をともに作っていく社会という形でいわれているところでございます

し、その下、薄い四角ですけれども、国の方針などにおいても当然のことといえば当然な

のですけれども言われているところです。 

 では、国立市はどういった取組がというところが下の太い枠組みになります。幾つかご

ざいますけれども、人権課題に関する学習会、昨年のアイヌ学習会をはじめ、例えば人権

月間等の啓発活動を通じた年間を通しての事業を行っているところですとか、それから子

どもの居場所づくりとして子ども食堂や、学習支援等を地域において実施しているところ

に対して支援をしているといったものがございます。 

 それから３・４点目、これはジェンダーの観点ですとか、セクシュアル・マイノリティ

の観点ですけれども、生きづらさを抱えている方々がともに集い交流できる場を近隣の市

とも連携して実施しているところでございます。 

 それから、認知症カフェという高齢者が日頃困っていること、分からないことを話せた

り交流できたりする場というものですとか、先ほど申し上げました社会福祉協議会による

様々な支援活動が実施されているところですし、先ほどご説明したソーシャルファームに

向けた取組、こういったものもコミュニティとつながる場としては入ってくるのかなと考

えておりまして記載させていただいています。 

 続いて、３点目に「ユニバーサルデザイン」の部分です。１９８０年代にアメリカの大

学の教授が提唱したと言われているものですけれども、しょうがいの有無、年齢、性別、

人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいように、あらかじめ都市や生活環境をデザ

インする考え方となっておりまして、バリアフリーはどちらかというと今ある障壁を取っ

払っていくと、バリアをフリーにするという意味で使われることが多くございますけれど

も、こちらユニバーサルデザインという部分で書かせていただきました。７つの原則があ

ると言われてございまして、公平性、自由度、単純性、明確さ、安全性、持続性、空間性

という原則が備わっていると言われています。 

 その下、国立市の取組としてですが、都市計画マスタープランの文言を少し抜粋させて

いただきました。こういった各プランに当然ながらユニバーサルデザインですとか、バリ

アフリーという文言を基に様々な取組が行われているといったところで、文言のみ抜粋を

させていただきました。 

 ４点目「ポジティブ・アクション」についてです。内閣府のホームページにポジティ

ブ・アクションに特化したページもございまして、そこから少し持ってきたものですけれ

ども、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範囲で特別

な機会を提供することなどにより実質的な機会均等を実現するものとなってございます。 

 その下のカラーのところ、こちらも内閣府の参考資料を持ってきました。先に市の取組

の部分を見ていただければと思いますが、審議会等における男女比率として、いわゆるク

オータ制といっていますが市政に男女の意見や視点を平等に反映させるために男女の比率

が、男女ともに３０％以上になるように努めるという計画を定めて、それに向かって取組
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を進めていると。このクオータ制は上のカラーのところで申し上げると左の一番上に出て

くる、多様なポジティブ・アクションの１つの手法として出てくる手法です。 

 それから、国立市の取組の２つ目ですけれども、女性の活躍促進に向けた取組。内閣府

資料だとゴール・アンド・タイムテーブル方式という部分に該当するのものだと思います

がこれも１つの手法と位置づけられているものになります。管理職における女性職員の割

合ですとか、役職者における女性職員の割合、こういったものを達成すべき目標と達成ま

での期間の目安を示して、その実現に向けて努力をするやり方です。国立市として２

０％、３０％という目標を定め取り組んでいるところでして、既に管理職についている女

性職員の方との交流ですとか、メンター制度、これは職域に限らず私生活も含め多様な相

談ができる１対１の関係性の制度。それからキャリア形成研修ですとか、女性職員の職域

拡大ですとか積極的採用サポート強化、キャリア採用、既に企業等で活躍されている女性

の方のキャリア採用拡大ですとか、時間外勤務短縮、有給休暇促進、男性育児休業取得促

進、こういったことに取り組むことでポジティブ・アクションを推進していくといったと

ころの取組として紹介をさせていただきました。 

 以上、４点につきましては従前審議いただいていた基本方針の骨子の中にこの４点があ

りまして、その骨子になぞって説明をさせていただいた次第です。 

【三井委員】 ユニバーサルデザインのところ、できれば資料を差し替えていただきたい

ぐらいなのです。国立市の歴史をお話し申し上げますが、２００４年か２００５年ぐらい

に第三次地域保健福祉計画の検討に入って、２００６年に私がその委員になっておりまし

たが、２００６年ぐらいにそれが計画として立ち上がりました。そして２００８年から２

０１０年ぐらいに中央線高架化というのが行われたのですが、その際にＪＲ国立駅にエレ

ベーターとか、それからトイレとかそういうものの検討をＪＲ東日本と東京都ではなかっ

たのですけれども、国立市としょうがいしゃ当事者団体と３者でいろいろ一緒に場所を見

に行ってこういうのがいいのではないか、ああいうのがいいのではないかと話し合ったこ

とがあります。それが今の国立駅に実現しています。 

 その後、前市長の佐藤一夫さんともめたことがあります。それはユニバーサルデザイン

かバリアフリーかというところです。私たちはバリアフリーを主張したのです。ところが

条例の中に「国立市誰もがあたりまえに暮らすまちにするための『しょうがいしゃがあた

りまえに暮らすまち宣言』の条例」という長い条例があるのですが、これ行政当局と当事

者団体との合体で仕方がないということで、条例がその名前になったのです。 

 例えばユニバーサルの問題点として思うところが、７つの原則の一番目で誰にでも使用

でき、入手できることという部分。例えば国立駅の車椅子用トイレなどは今でもそうです

が、車椅子でない人でも使ってしまう。いわゆる誰でもトイレみたいな形の表現がされた

りして、そういう形で現実に必要な人間が使えなくなる。また国立駅には１８人乗りのエ

レベーターがあります。その１８人乗りのエレベーターは、どっちかというと私が介助者

を含めてゆったりと乗れる形、私が寝た形というのはストレッチャーみたいなゆったりで

きる形でエレベーターをということで、それが１８人乗りのエレベーターという形です。

これを作ったＪＲの方に車椅子の人が優先だよと一生懸命言ったのですけれども、公共性



 

10 

みたいなところでそういうふうにはなっていませんが、そういう経過の中で１８人乗りエ

レベーター。大きな駅でも当時１１人乗りが最高ですと。国立駅で１８人乗りが実現した

おかげで、谷保駅、矢川駅が１３人乗りのエレベーターという形が。これも当事者とＪＲ

の方たちとの中でそれが実現していったという、バリアフリーという意味です。 

 最近では、私たちの仲間で参議院議員の木村英子さんが、国土交通委員会でトイレの話

などをした際に、国立市のトイレを見本にして、サイズが１８０センチの大きなトイレを

作ってもらうという形で、これは成立する直後くらいに矢川プラスというところに実現し

てほしいという形で、矢川プラスなんかはそういう形で実現されたりしています。その後

は国立市ではトイレはその大きさみたいな形で決めていただいているところがあると思い

ます。また国土交通省で心のバリアフリーという部署がありまして、心のバリアフリーと

いうのは単に建築物とかそういうものだけではなく、小学生なんかを対象にしてバリアフ

リーはこんなことだよとしてきた実践があるので、できればアメリカの方のユニバーサル

デザインというのも結構なのですけれども、国立市はやっぱりバリアフリーを主張してい

きたい。バリアフリー新法ということで２０２２年から動いていくのかもしれませんが、

国立第二小学校にスロープをつけていただくことになったりして、それも多分東京都の中

では初めてに近いくらいなのではと。とってつけたという感じではなくて室内の中でスロ

ープをつけると。こちらも当事者が要望して、それを行政が一生懸命考えてくださって実

現できたところがありますので、できれば国立の歴史をひもとくならば、その辺でバリア

フリーというところで観点を立てていただきたいと思います。 

 ユニバーサルですと大規模なショッピングセンターなんかでは、車椅子と表現していて

も、お子さん連れのベビーカーの人たちが使いやすいのでどんどん入って行くみたいなと

ころで、そこしか使えないしょうがいをもった人間は結局待たざるを得ないとか。 

 それから国立駅のトイレなんかでもそういうところがあって、その辺は国土交通省では

そういうことがあるのだよということで、矢川プラスはオールジェンダーのトイレもとな

っていますし、車椅子のマークもかなり大きな形で表現してもらうとか。ＪＲは２０１０

年ぐらいですけれども、男性のトイレにも子どものおむつ替えのスペースを作ったりして

いるのです。それは当事者たちとの意見の中でそういうふうになった。国立市でそういう

形で先進的というのかな、今から考えると先進的な動きをしたつもりですので、ですから

バリアフリーという形でここはしていただきたいなという思いです。 

【藤沢委員】 ソーシャルファームについて少し違和感がある。民間の企業につまり別の

受け皿を用意してそこに補助金を出してしょうがいしゃ雇用を担ってもらうと。しょうが

いしゃへの別枠調整みたいに聞こえてしまう要素がどうもある。こういったことをやると

いうこと自体は否定するものではないのですが。基本的には労働も１つの論点だと思うの

ですけれども、労働での社会参加ということでいえば、いろいろな場で働くことができる

ように支援する。特定の受け皿を作ってということではないと思うのです。東京都に対す

る私の見解かもしれませんけれども。そうでないことを期待して、今表現の問題を含めて

ですがソーシャル・インクルージョンということでやっているわけだから、大きな社会的

機運を高めようと、みんなで参加してということで全てはみんなでやる。基本的に目指す
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ところはやっぱりそういうところではないかと思います。 

【韓委員】 私もソーシャルファームについてよく知らなかったのですが、もともとそう

いうふうにしていなかった企業が働きづらい人を雇用することにして、例えばソーシャル

ファームと認証を受けたりするものなのか、それとも新たにソーシャルファームとして会

社を作ったりするものなのか、どういうものなのでしょうか。質問がうまくできないので

すが。 

【炭谷会長】 私が多分日本で一番詳しいのだろうと思いますので発言しますが、ソーシ

ャルファームというのはもともとイタリアで発祥したのですね、１９７０年代に生まれま

した。イタリアのトリエステという精神科病院で生まれたのです。精神に疾患を持ってい

る方々の働く場所を作らなければいけないということで。ただ、精神しょうがいしゃの人

だけが集まっているのではなく、これは市民の１人として、住民の方々と一緒になって働

いてこそ意味があるのではないかということで、イタリアのホテルとかレストランとかコ

ンビニとかあらゆる職種がソーシャルファームを作りました。 

 今のご質問でいうと、経営自体は株式会社とか民間で、むしろ日本でいえばＮＰＯとか

そういう中間的な団体がやっているのが多いのですけれども、対象としては精神しょうが

いしゃだけではなくて、あらゆるしょうがいしゃ、それから引きこもりをしてきたとか、

それから元受刑者とか、一般ではなかなか働くのが見つからない、そういう人に対して仕

事場を作っていこうと。日本ではそういうものがないです。しょうがいしゃの場合はＡ

型、Ｂ型として比較的制度がすぐにできましたけれども、元受刑者とか引きこもりとか、

それから、例えば養護施設を出た人の働く先がなかなかない。もちろんひとり親家庭の場

合もないということで、そういうものが必要ではないかと。一般企業が雇ってくれれば要

らないのですけれども、一般企業が雇わないと。そこで第３の職場づくりとして起こって

きた。 

 ちなみに、これはヨーロッパでは相当たくさんできていて、オランダではほぼソーシャ

ルファームがしょうがいしゃの働く場所となり、日本でいうＡ型とかＢ型は、だんだん割

合は少なくなってきている。特に隣の韓国はやはり２０１０年頃から力を入れて、今大体

３，０００社できている。韓国ではいわばこういう人たちの一番大きい働く場所になって

いるわけなのですね。 

 ということで、これまでのしょうがいしゃの方々についていえば、Ａ型、Ｂ型、これは

このまま残っていく。それとともに並行する形でソーシャルファーム。それからもちろん

一般企業が雇用する。しょうがいしゃについては２．３％の雇用率がありますから。だか

ら日本の場合は３つの職場、例えばしょうがいしゃの人であればそのどれかを選んでいた

だくと。または引きこもりの人であれば、大きな職場は一切ありませんので、２番目か３

番目のところに選んでいただくという形の選択の場を作る。そういう意味で今、大体世界

各国で作り始めている。一番進んでいるのは、ヨーロッパと韓国だろうと思います。日本

はなかなか進まないです。この１つの働く場所として必要ではないかということで、私ど

もは、力を入れてやっております。 

 そういうことで詳しくちょっとご説明をする機会があればご説明をして、ご理解を頂け
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ればと思います。 

 それでは、ここでちょっと１０分間程度休憩をとらせていただきたいと思います。 

（休憩） 

【炭谷会長】 審議を再開します。 

 私は、コミュニティとつながる場の部分で記載のある、子ども食堂とかフードバンクと

かこれは非常に効果があると実際に実感しているのです。私どものところでも子ども食堂

をたくさん作り始めているけど、単に食事するだけではなくて、その場でいろいろな人が

話し合い、お子さんとか、特に鴻巣病院という精神科病院でやっている子ども食堂の場合

は地域の鬱病の患者さんとかそういう人たちが来て、子ども食堂で一緒に過ごしていて非

常に効果がある。人とのつながりができて効果があると実感しております。私たちが今、

全国で各都道府県に作っていこうかなと思っております。 

 また、これら４つの項目以外にもこういう項目を環境整備として考えてもいいのではな

いかというご意見もあろうかと思いますので、出していただければと思います。 

【押田委員】 コミュニティとつながる場のところで、参考として国のプランの記載が引

用されているのですけれども、これは私の気持ちで言うだけなのですけど、どうも一億総

活躍プランという政府が出しているやつについては、そのものに違和感があるかなという

感じがしてしまうものですから、ここで引用するのに、ほかにもうちょっとないのかなと

率直なところで。そんなに科学的根拠がといった話ではないです。 

【事務局】 今回この４点のところ、今、会長からもこれ４点以外にもあればというお話

がありましたけれども、今回この４点につきましては、全てまずは一般的に語られている

定義を上段に書かせていただいておりまして、下段の四角囲みの中に国立市で、そこに関

連してくる取組がどんなことをやっているかということを書かせていただいております。

今回皆様の審議会の中での基本方針として、こういった取組を今後さらに進めていくよう

な方向性、どんどん、もっともっとやっていくべきだという部分、そういったところのご

意見というものがあるかどうかということを少し頂ければと思います。むしろ、例えばこ

の項目はあえてこの基本方針の中には入れ込まなくてもいいのではないのかという議論が

ありましたら、そういうことも十分可能性としてはあろうかと思います。なので、皆様の

議論をしていただく参考として今回、資料を用意させていただいておりますので、少しど

ういう方向性に持って行くべきかというような形でご意見等頂けますと、最終的なまとめ

にそこは反映させていただけるかなと思っております。 

【神田委員】 もともとの目標がソーシャル・インクルージョンであるとか差別の解消で

あるとか、差別を受けている人が相談したりであるとか、そういったところから来ている

ということを考えたときに、ソーシャルファームというのが少し何かつながりが弱い感じ

がするなというのはあると思いました。何か差別を受けている人のための対策なのかなと

いう視点で、少し何か工夫をしないとそのまま入れられるのかどうかという感じがしまし

たけれども、その点はいかがでしょうか。 

【炭谷会長】 これ実は東京都の条例は、ソーシャル・インクルージョンを実現するため

のソーシャルファームの推進条例ですと。ソーシャル・インクルージョンという大きな目
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標を達成するために手段として、ソーシャルファームというのが出てくる。だからソーシ

ャルファームの目的というのは、ソーシャル・インクルージョンそのものになる。なぜそ

うなるかと言えば、ソーシャルファームというのは、いわゆる当事者の方々、しょうがい

しゃの方、元受刑者、引きこもりの方、このような人だけが働くのではなくて、一般の人

も一緒になって働く、そこに特色を持たせているので、ソーシャル・インクルージョンと

いうのは単にそのような人たちを排除するのではないと。しっかりと地域社会の中で一般

の人と一緒になって働く、これが一番重要なポイントになるわけです。 

【神田委員】 そうすると、差別というものと少し違うところからの視点ということです

かね。 

【炭谷会長】 もともと社会はしょうがいしゃの方々とか元受刑者とかが差別される、排

除される、それを防ぎたいと。それを防ぐためには一緒になって地域住民との距離感を縮

めていかないといけない。だからもともとこういうものを作る必要性というのは、差別と

か排除とか孤立というところにあるわけです。 

【三井委員】 この中に、学校のフルインクルーシブ教育という考え方を入れていきたい

なと思います。 

【炭谷会長】 分かりました。まさに今回の国連の人権委員会ですか、答申でインクルー

シブ教育も意見として日本政府側に示されるのではないかなと思います。 

 ほかに何か。もし後日お気づきの点があれば、事務局に伝えていただければ大変ありが

たいです。 

 それでは、本日の審議はこの程度にいたしまして、最後に事務局から事務連絡をお願い

します。 

【事務局】 冒頭でもございましたけれども、今回の審議の内容に関する追加のご意見で

すとか、修正意見等ございましたら１０月中を目途に事務局宛てご意見を頂けましたら、

それを反映させたものをまた１１月にご提案させていただきたいと思います。 

 また、配付資料の一番最後に今後のスケジュールを配付させていただきました。次回で

すけれども１１月２４日木曜日の同じ時間、同じ場所となっています。その後、１２月は

人権月間等ございますので、そちらを経て年明け１月と２月、１月１９日、それから２月

９日という形で審議会を調整させていただきました。よろしくお願いいたします。３月

は、市の議会月ということもございまして、まだ日程調整中でございます。審議会の進捗

と併せて追ってご相談させていただければと思っております。 

【炭谷会長】 本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


